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1. 本市におけるこれまでの行政改革取組状況

平成１７年の市町村合併で「うるま市」が発足し、平成18年３月に「うるま市行政改革大綱」を策定して以降、
時代の潮流や社会情勢の変化を踏まえ、積極的に行政改革に取り組んできた。

第１次行政改革（平成１７年度～２１年度）

・市民の視点に立った行政サービスの推進
・市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築
・行政経営の視点に立った市政運営の推進

●取組概要

・窓口サービスの向上 ・行政サービスの情報化
・公共施設の有効活用 ・中長期的な財政運営
・補助金等の整理合理化 ・民間委託等の推進
・指定管理者制度の活用 ・定員管理の適正化
・行政評価の導入

ほか

●主な取組

第２次行政改革（平成２２年度～２６年度）

・市民の視点に立った行政サービスの推進
・市民とのパートナーシップ（協働）による行政運営の構築
・行政経営の視点に立った市政運営の推進

●取組概要

・市税の収納率向上対策
・国民健康保険税税収納率向上及び滞納額縮減
・市営住宅家賃収納率向上及び滞納額の縮減
・広告事業導入、有料広告導入・変形勤務時間制度の推進
・民間委託等の推進・定員管理の適正化

ほか

●主な取組

第３次行政改革（平成２７年度～３０年度）

・市民と行政のパートナーシップの推進
・市民の視点に立ったサービス提供
・人材、組織力の向上
・質の高い行財政運営

●取組概要 ●主な取組

・市税の収納率向上対策
・国民健康保険税税収納率向上及び滞納額縮減
・市営住宅家賃収納率向上及び滞納額の縮減
・市有財産の有効活用・施設等マネジメント推進
・照明器具ＬＥＤ化による電気量削減

ほか
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・効率的、効果的な行政運営を目指すための
行政改革大綱との位置づけ。

・成果指標が抽象的なものがあった。

２. 第４次行政改革大綱の振り返り

① 第４次行政改革大綱の位置づけ

第２次総合計画を上位計画として、今後、効率的・効果的な行政を進めるために必要な
事項を定めた経営改革の方針

② 取組概要 （計画期間：平成31年度～令和5年度）

③ 第５次行政改革大綱に向けて

行
政
戦
略

財
政
戦
略

組
織
戦
略

①包括的民間委託の積極的活用
②地方公会計制度（固定資産台帳・財務書類）の推進
③補助金交付事業の整理と適正化
④職員の時間外勤務の縮減
⑤業務改善の推進
⑥区内特別郵便物制度の導入・推進

①市税等の自主財源の確保強化
②歳出経費抑制強化
③使用料・手数料の見直し
④公共施設等マネジメントの推進
⑤PPP/PFIの導入
⑥低未利用公有財産の賃貸借・売却・譲渡の推進

①定員適正化計画に基づく職員定員管理
②新しい組織機構改革の推進
③短時間勤務職員の適正配置
④職員研修の充実、強化及び人事交流の推進
⑤人材育成・人事評価の推進

・行政改革大綱の位置づけを見直す（施策推進の下支え）
・行政改革大綱の取り組みを通して目指す姿、ビジョンを

より明確化する。
・成果指標を適切に設定する。

＜主な成果・取り組み＞

・補助金の見直しにより２件の補助金の廃止
（効果額：3,335千円）

・固定資産台帳および複式簿記の公表による財政の
透明化

＜主な成果・取り組み＞

・市税総額 （Ｈ30） 12,021,354千円
（Ｒ４ ） 13,274,888千円

・普通財産の売却 187,922千円（R1～R4合計）

＜主な成果・取り組み＞

・新型コロナウイルスへの対応や、行政課題や市民
ニーズに対応するため組織改編を実施

・職員研修にて、今後活用できそうだと感じた職員
の割合 98.6%（R1）→100％（R4）

歳入対策に加えて行政資源の効果的な活用、職員の働き方改革、各種行政サービスの
課題に対応できる持続可能な体制の構築

-3-

＜第４次大綱＞ ＜第５次大綱＞

※3

※4

※5

※6

※14

※20



3. 行政に求められていること

行政に対応が求められていること

人口減少
少子高齢化が進展していくなか、令和12年（2030年）頃をピークとして以降は減少

に転じ、令和22年（2040年）からは明らかな人口減少期に入っていく。［うるま市人口ビ
ジョン改定版］

業務改革
(ＢＰＲ)

将来的な生産年齢人口の減少に伴う採用難を見据え、「半分の職員数でも担うべき機能

が発揮される自治体」を目指すべきとの構想が示されており、現時点から業務の在り方を

変革していかなければならない。［総務省 自治体戦略2040構想研究会（第二次報告）］

財政状況

沖縄振興特別推進市町村交付金の縮減に伴う財源確保の必要性や財政調整基金 の減少

が見込まれることから、国庫補助金等の積極的な活用や事務事業及び財源のスクラップ＆

ビルドが必要となる。［うるま市中期財政計画］

事業実施の在り方
見直し

今までのように「あれもこれも実施」ではなく、「選択と集中」により実施事業にメリ

ハリをつけ、より重要度の高い業務（コア業務）に人員を割り当てるといった「事業実施

の在り方の見直し」が必要となる。

行政のデジタル化
デジタル化の加速による社会変化のスピードがより激しくなったことで、将来を見通す

ことの困難さが増している。

社会環境の変化への
対応

市民の豊かな生活を目指し、最適な市民サービスを実現するためには、社会変化の機微

を察知し、それに対応する人材が求められている。

市民協働

市民や民間企業等（「市民等」という。）との連携強化や役割分担（自助・共助・公

助）により、まちづくりに参画する市民等の増加やその育成など、それぞれの強みを活か

した協働による効果を生み出していくことが必要
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4.本市における現状と課題

● うるま市の概況
総 人 口 ： 126,515人＜人口＞

前 期 高 齢 者： 15,749人
（65歳以上74歳）

年 少 人 口 ： 21,008人
（15歳未満）

老 年 人 口 ： 29,826人
（65歳以上）

生産年齢人口： 75,681人
（15歳～64歳）

後 期 高 齢 者： 14,077人
（75歳以上）

21,008
（16.6%）

75,681
（59.8%）

15,749
（12.4%）

14,077
（11.1%）

【人口構成】

年少人口

生産年齢人口

前期高齢者

後期高齢者

78,066
（61.7%）24,262

（19.2%）

12,792
（10.1%）

11,395
（9.0%）

【地区別人口】

具志川地区

石川地区

勝連地区

与那城地区

地区別人口 高齢化率

具志川地区 78,066人 20.5％

石川地区 24,262人 24.4％

勝連地区 12,792人 29.9％

与那城地区 11,395人 30.9％

市全体 126,515人 23.6％

那覇市 317,625人 23.4％

沖縄市 142,752人 20.5％

浦添市 115,690人 20.3％

宜野湾市 100,125人 19.7％

沖縄県 1,468,410人 22.6％

全国 － 28.9％

20.5
24.4

29.9 30.9

23.6

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

具志川地区 石川地区 勝連地区 与那城地区 市全体

【地区別高齢化率】

※令和2年国勢調査より（うるま市以外）

※令和6年1月1日時点
住民基本台帳より

（1）人口
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4. 本市における現状と課題

🔹総人口及び年齢３区分別の推移 資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）を基に作成

区分 2020年 2040年 増減

総人口 125,303人 127,825人 2,522人（＋2％）

年少人口（15歳未満） 21,187人 18,102人 3,085人（△14.6％）

生産年齢人口
（15歳～64歳）

75,908人 70,358人 5,550人（△7.3％）

老年人口（65歳以上） 28,208人 39,365人 11,154.人（＋39.5％）

●本市の人口は、2035年（令和17年）をピークとして人口減少に転じ、2040年（令和22年）からは明らかな
人口減少期に入ってく。

●また、2040年には2020年と比較し、少子高齢化がさらに進むと予測され、特に生産年齢人口については
約5,500人減少することが見込まれている。

（1）人口
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21,187 20,198 19,179 18,331 18,102 17,740 17096
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126,661

124,641
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4. 本市における現状と課題 （２）財政状況

●その主な構成は市税、地方交付税、国県支出金、
市債となっている。歳入決算額は、平成25年度
では516億9,600万円だが、令和4年度では、
新型コロナ感染症対策に伴う国庫支出金の大幅増
などの影響により、760億4,500万円と大幅増
となっている。

＜歳入決算の推移＞

10,161,975 10,638,963 11,492,455 12,335,193 12,625,845 12,512,013 13,274,889 

15,315,049 16,441,180 15,962,016 15,921,056 16,294,680 18,664,273 18,473,771 

17,657,655 
19,846,085 20,284,235 22,586,536 

38,616,601 32,203,283 31,627,203 3,869,626 
6,951,888 3,175,350 

4,463,731 

3,951,430 
4,082,750 2,958,438 

51,696,931 

59,527,006 58,135,970 
63,338,549 

79,795,191 
75,607,630 76,045,763 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

歳入決算の推移

市税 地方交付税等 国県支出金 その他 市債 合計

7,036,976 6,565,092 6,706,935 7,060,620 7,810,593 8,035,574 8,309,990 

15,859,755 16,374,276 18,623,662 21,287,355 22,195,943 
26,744,363 25,965,406 

4,829,499 5,175,058 4,952,608 
4,992,911 5,041,176 

5,182,281 5,002,470 
9,113,035 11,871,181 6,795,586 

9,213,855 7,722,889 

10,220,003 8,649,232 16,366,964 
16,695,689 18,607,821 

17,956,573 

33,657,376 21,989,956 24,159,589 49,839,913 
53,206,229 

56,681,296 55,211,733 55,686,612 
58,342,078 60,511,314 

76,427,977 
72,172,177 72,086,687 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

歳出決算（性質別）の推移

人件費 扶助費 公債費 投資的経費 その他の経費 歳出決算額

（単位：千円）

（単位：千円）
＜歳出決算の推移＞

●平成25年度では498億3,900万円だった
が、

令和4年度には720億8,600万円と歳入と同
じく、令和4年度では、新型コロナ感染症対策
費などの影響により大幅な増額となってい

る。
●性質別経費でみてみると、人件費は職員採用

等による人員増に伴い増加傾向となってい
る。

扶助費は生活保護扶助費や障害者福祉費、子
ども・子育て施策の充実に伴い増額となって
いる。

※うるま市中期財政計画を基に作成

1,629,847
1,873,920

2,544,872 2,248,289

2,191,630
1,829,010

2,460,070

3,061,072 3,007,124

3,451,211

2,009,517

1,075,605

1,745,714

▲ 26,180 ▲ 621,354 ▲ 606,499

176,230

1,824,478

994,034

▲ 35,808

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

実質収支及び実質単年度収支の推移

実質収支

実質単年度収支

※8
＜決算収支の推移＞

●実質単年度収支は、 平成27年度まで
黒字、平成28年度から30年度にかけては
赤字、令和元年度から令和3年度は黒字
だったが、令和4年度には3,500万円の赤
字となった。
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4. 本市における現状と課題 （２）財政状況

＜経常収支比率＞

85.5% 85.1% 84.2% 87.8% 89.0% 91.9% 92.6% 93.8% 91.3% 92.2%

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

経常収支比率の推移
●経常収支比率は、毎年度、経常的に収入される財源が、

経常的に支出される経費に充てられた割合で、財政構造
の弾力性を示す指標。

●経常収支比率が高いほど財政の硬直化が進んでいること
になる。平成25年度決算では、85.5 ％だったが、それ
以降、上昇基調が続き令和4年度では、92.2 ％となっ
ている。

＜基金残高の状況＞

●一般会計における基金は、令和4年度決算で、財政調整
基金、減債基金、地域振興基金、こどもゆめ基金、公共
施設等総合管理基金など、全部で14基金となっている。

●基金残高は、平成25年度で133億2,400万円となって
いたが、平成30年度では178億2,900万円とピークと
なり、その後、若干増減しつつ、令和4年度では177億
4,300万円となっている。 4,587,037 5,076,405 5,558,212 5,828,615 5,263,920 5,020,041 4,565,211 

5,788,687 
6,836,669 6,356,774 

4,261,252 
4,929,257 

5,134,856 
5,539,867 6,044,277 6,048,142 6,069,624 

5,421,550 
5,093,657 

5,099,387 

4,475,835 
4,101,747 

3,799,604 
4,602,133 

5,689,199 6,761,284 
6,099,129 5,503,303 

5,865,731 6,287,585 13,324,124 
14,107,409 14,492,672 

15,970,615 
16,997,396 17,829,467 16,733,964 16,713,540 

17,796,057 17,743,746 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

基金残高の構成と推移

②財政調整基金 ①減債基金 ③特定目的基金 基金残高

※うるま市中期財政計画を基に作成

＜令和５年度から令和８年度までの4年間の見通し＞

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

12,625,845 12,512,013 13,274,889 13,293,341 13,657,744 14,161,000 14,658,918

3,442,444 3,890,929 4,014,118 4,152,308 4,309,739 4,494,063 4,668,031

13,455,879 15,372,618 15,076,297 14,381,165 14,507,842 14,111,722 14,109,103

273,333 229,701 255,387 245,285 252,955 252,955 252,955

682,761 709,735 762,294 790,116 716,508 716,774 719,839

29,325,050 24,439,436 23,252,783 19,050,211 19,348,024 20,440,829 21,366,490

9,291,551 7,763,847 8,374,420 8,503,476 7,823,543 7,454,683 7,488,001

2,874,190 2,112,184 3,423,292 4,032,238 992,740 992,740 638,128

2,827,235 3,367,214 3,435,452 3,959,075 1,200,434 0 0

3,951,430 4,082,750 2,958,438 4,667,573 4,018,822 5,178,210 5,760,519

1,045,473 1,127,203 1,218,393 1,328,405 1,533,010 1,583,962 1,642,636

79,795,191 75,607,630 76,045,763 74,403,193 68,361,361 69,386,938 71,304,620

使用料及び手数料

市税

地方譲与税・交付金等

地方交付税

分担金・負担金

歳入合計

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

地方債

その他

①歳入
（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

人件費 7,810,593 8,035,574 8,309,990 9,224,706 9,757,706 9,824,706 9,891,706

扶助費 22,195,943 26,744,363 25,965,406 24,792,620 23,981,661 24,110,090 24,364,434

公債費 5,041,176 5,182,281 5,002,470 4,873,532 4,916,301 4,845,360 4,892,032

小計 35,047,712 39,962,218 39,277,866 38,890,858 38,655,668 38,780,156 39,148,172

普通建設事業費 7,706,424 10,185,881 8,619,423 9,456,097 10,191,599 12,795,093 13,565,024

災害復旧事業費 16,465 34,122 29,809 4,975 31,199 31,199 31,199

小計 7,722,889 10,220,003 8,649,232 9,461,072 10,222,798 12,826,292 13,596,223

物件費 6,959,950 8,091,488 8,529,452 9,602,217 8,758,202 9,177,313 9,746,925

維持補修費 551,902 421,284 692,938 448,693 433,554 413,686 376,830

補助費等　 18,810,688 5,862,863 6,986,431 8,189,301 4,817,010 4,817,937 4,817,168

積立金（財調） 2,835,366 3,101,928 3,281,151 1,727,993 600,217 0 0

積立金（他基金） 143,707 165,263 190,053 218,561

貸付金 793 423 0 708 423 423 423

繰出金 4,498,677 4,511,970 4,669,617 4,738,211 4,807,812 4,878,436 4,950,097

その他 0 0 0 0 0 0 0

小計 33,657,376 21,989,956 24,159,589 24,850,830 19,582,481 19,477,848 20,110,004

76,427,977 72,172,177 72,086,687 73,202,760 68,460,947 71,084,296 72,854,399歳出合計

義

務

的

経

費

投

資

的

経

費

そ

の

他

の

経

費

②歳出

-8-



4. 本市における現状と課題 （２）財政状況

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

79,795,191 75,607,630 76,045,763 74,403,193 68,361,361 69,386,938 71,304,620

76,427,977 72,172,177 72,086,687 73,202,760 68,460,947 71,084,296 72,854,399

3,367,214 3,435,453 3,959,076 1,200,434 ▲ 99,586 ▲ 1,697,358 ▲ 1,549,779

3,000,000 99,586 1,697,358 1,549,779

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

3,367,216 3,435,452 3,959,076 1,200,434 0 0 0
実質収支見込額

歳入合計

歳出合計

歳入歳出差引額

財政調整基金繰入額

（単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

繰入金 1,367,957 520,795 2,438,773 3,000,000 99,586 1,697,358 1,549,779

積立金 2,591,433 1,568,777 1,958,880 1,725,606 600,217 0 0

残高 5,788,687 6,836,669 6,356,776 5,082,382 5,583,013 3,885,655 2,335,876

繰入金 0 0 0 0

積立金

残高 5,421,550 50,993,657 5,099,388 5,099,388 5,099,388 5,099,388 5,099,388

財政調整

基金

減債基金

③収支総括

④基金残高の推移 （財政調整基金 、減債基金）

●歳入について、新型コロナウイルス感染症による影響で市税が令和3年度に1億8,000万円程度減収となったが、令和4年度
以降は景気等の回復により、再び増収に転じていることから、その後も増加するものと推計している。

●歳出について、義務的経費 のうち人件費は令和６年度から会計年度任用職員の処遇改善、人事院勧告に基づく給与の見直
し、定期昇給により大幅な増で見込んで試算している。

●地方交付税は、令和２年度から令和3年度にかけては国勢調査人口の増加に伴い大幅な増額となったが、令和4年度以降は
市税の増収、また合併特例債からその他地方債への移行等も影響し、普通交付税は微減基調で推計している。

●扶助費は法人保育所運営費、こども医療費助成費、重度心身障害者医療費助成事業費等の伸びにより増額となる一方、公債費
は令和3年度をピークに減額基調で推移するものの、令和6年度は大型プロジェクトに係る地方債の返済などを加味し、増額に
転ずるものとして推計している。

※うるま市中期財政計画を基に作成
-9-
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4. 本市における現状と課題 （２）財政状況
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

固定資産台帳に基づく更新費用推計(令和3年度決算時点）

※公共建築物抜粋

建物躯体 設備・工作物

（単位：億円）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

固定資産台帳に基づく更新費用推計（令和3年度決算時点） ※インフラ資産抜粋

道路・橋梁 農水産整備 公園 その他インフラ

（単位：億円）

固定資産台帳データに基づく資産の更新費用の推計

＜公共建築物の状況＞

●令和10年以降は、新耐震基準
（昭和56年）適用の公共建築物が

順次、法定耐用年数を迎えるた
め、

施設の在り方についての検討を進
める必要がある。

＜インフラ資産の状況＞

●昭和55年以前の道路資産が、令和
12年に耐用年数となる50年を迎え
るため、大きな山を形成している。
インフラ資産は重要な都市基盤・生
活基盤であり、総量の大幅な削減は
見込めない。

●なお、令和4年、令和19年の大きな
伸びは、農業排水路によるものと
なっており、これらについても適切
な維持管理等を行う必要がある。

※うるま市中期財政計画を基に作成
-10-



4. 本市における現状と課題

計画名称 計画期間
基準年

（職員数）
目標年

（職員数）
実績

（職員数）

うるま市定員
適正化計画

平成17年度
～

平成26年度

平成１６年
1,130人

平成２６年
８３０人

平成２６年
８４３人

第2次うるま
市定員適正化
計画

平成30年
～

令和４年度

平成29年
８４４人

令和４年
８８８人

令和４年
９１１人

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

110,000

112,000

114,000

116,000

118,000

120,000

122,000

124,000

126,000

128,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

人口 職員数

うるま市定員適正化計画 休 止
期間

第２次
計画

● これまでの定員適正化の取り組み

● 第３次定員適正化計画の目標（令和5年度～令和7年度）

R5 R6 R7

正 職 員 926 932 926

再 任 用 職 員 47 50 50

会計年度任用職員 1,024 1,005 1,005

合 計 1,997 1,987 1,981

総 人 件 費 各年度１０２億円以下に抑制するものとする

令和４年度から令和５年度までに合併以後の課題解決
や総合計画後期基本計画の実現のため、大幅に職員を
増員することになった。

職員数は将来にわたる行政運営の健全化に大きな影響
を及ぼすことから、令和５年４月１日時点の正職員９２
６人及び再任用職員４７人、会計年度任用職員1,024人
の総人件費１０２億円を上限とし、今後の行政需要の動
向を踏まえ、より効率的な行政サービスの提供を目指し、
限られた人材を活かしながら、効率的で効果的な職員配
置による定員管理を行っていく。

（3）職員定数

-11-

○平成26年度までに286人の定員を削減し、人件費の削減効果は約123億円となっています。

○行政需要は年々複雑、多様化しており、「業務は増えるが、職員は減っていく」といった状況に、市民サービスの低下や
本市の将来的な発展に影響がでる恐れがあることから、H27～H29年の職員の削減計画は休止としています。

※第３次うるま市定員適正化計画を基に作成

※6

※11

※19



Ⅰ 本市が直面する課題と取り巻く環境変化

4. 本市における現状と課題 （4）課題

・要介護高齢者及び
介護給付費の増加

・地域福祉の担い手
育成

・生活困窮者の増加

・特定検診受診率の
低下

・発達支援児や医療的
ケア児への支援

・学力向上

・不登校児童生徒の増加

・アフターコロナに
おける経済再生

・物価高騰の長期化に
伴う市民生活や事業
活動への負担

・事業者支援
・老朽化施設、設備の

建て替え（更新）

・インフラの維持管理費

・公共施設、インフラの
長寿命化

・地域コミュニティの
希薄化

・自治会の在り方

・防災意識の向上

・自助、共助の推進

・地域文化活動の担い手
支援

【福祉・健康】

【こども・教育】

【公共施設】

【経済】

【地域・生活】

-12-

・こどもの貧困



【第２章】 第５次行財政改革大綱について
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1. 行政改革大綱の位置づけ

（1）行政改革とは

第５次行政改革大綱において、『行政改革』とは、市民生活
の向上に向けて実施する施策を下支えするために行う下記の取
り組みとする。

※行政改革は、単に「歳出削減」のみを目指すものではない

＜目標とするまちのイメージ＞

（2）主な取り組み① - 行政基盤の強化 -

＜現状を打破するために＞
・業務改革(ＢＰＲ)等による業務の適正化
・職員の資質向上
・安定的な財政運営基盤の構築

うるま市を経営するにあたっての『基盤の強化』が必要

各施策を推進する

ために必要な基礎

的な部分（基盤）

▮ 第2次うるま市総合計画に掲げる政策
▮ 行政経営方針 の推進
▮ 各部（各課）の課題解決

＜本市の現状＞
・事務事業が増え続け、身動きが取りづらい状況（職員負担感大）
・事務事業の成果検証がなされていないものが多い
・採用５年目までが全体の20％強を占め、人材育成が急務
・管理職のマネジメント力の向上が求められている

など

市民生活の向上に向けて上記に取り組んでいるが、現状として… （３）主な取り組み② - 職員の意識改革 -

職員の一人ひとりの意識を変えることが必要

＜本市の現状＞
・業務の目的を理解しないまま取り組んでいるケースあり
・目の前の業務に追われ、改革改善に関心がない
・前例踏襲（成果検証がされていない事業、非効率な業務等）

など

▮ 今後の行政運営において重要な点

業務を遂行する職員一人ひとりの意識

・主体性や目的意識、改善思考等を持った職員を育てる事が必要

・受け身・待ちの姿勢 からジブン事として行動する職員へ

➡

住みや
すい街

子育て
支援
充実

安全
安心

明るい
未来

高齢者
生きが

い

地域コ
ミュニ
ティ

活力あ
ふれる

街

うるま
の教育

健康に
暮らす

（4）第5次行政改革大綱に向けて – Change -

①総合計画や経営方針の推進に向け、各施策を下支えするための行政基盤の強化を行う。

②行政基盤として、「①組織力」「②行政運営」「③財政運営」の３つを定め、「組織力の向上」を最重要テーマとする。

行政改革を通して
市民サービスの
向上を目指す！

（課題）

・事業を行うヒトが育っている？

・組織、チームがうまく機能している？

・効率的な業務なのか？

・事業に充てる予算（カネ）はあるのか？

各施策を下支えするヒト

やカネ、仕組みの強化が

必要

行政
サービ
ス充実

市民
協働

-14-

◆ 行政基盤の強化

◆ 職員の意識改革 目標とする

まちの実現に向け、

各施策を推進していく！

※12



◆ 第５次行政改革大綱における
３つの基本方針

行政基盤
→各施策を推進（下支え）

するために必要な基礎

的な部分（特に組織力の

強化が最重要）

【行政運営】 【財政運営】

実施計画・各施策等

総合計画

経営方針

【組織力】

第5次行政改革大綱のイメージ図

下支え下支え

1. 行政改革大綱の位置づけ

今後の社会の変化に柔軟に対応し、市民にとって

最適な行政サービスを提供することができる行政

組織となっている

自治体運営を将来にわたり持続可能なものにすると

もに、新たな行政需要に的確に対応し、戦略的な政

策を展開できる健全な財政基盤を堅持している

職員の
意識改革

【基本方針１】

組織力の向上

市民ニーズの多様化や社会のデジ
タル化など複雑高度化する行政サー
ビスに対応できる職員の育成や社会
情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応で
きる組織体制の構築に取り組む。

【基本方針２】

持続可能な行政運営

課題解決や業務の質の向上に向け、
や事務改善、ＤＸや業務改革（ＢＰ
Ｒ）等を推進し、効率的な行政サー
ビスが提供できるよう取り組む。

【基本方針３】

財政健全化

健全な財政状況を堅持するために、
歳入・歳出対策や今後の公共施設の
在り方の検討を行い、限られた資源
の有効活用に取り組む。

＜目指す姿＞

今後、総合計画等の実現に

向けて取り組むこと

【関連計画等】

・定員適正化計画

・組織改編方針

・人材育成基本方針

・ＤＸ推進方針

・中期財政計画

本市の

課題

行政に

求められて

いること

市民の幸せの実現
市民に感動を！！

行政改革大綱における取組で行政基盤を強化する

ことで、市民サービス向上につなげる！

組織力 Up
効率的な行政運営
財政の健全化Change・転換

(参考)総合計画施策体系 17頁へ

※13

2023年4月、本市の豊かな自然環境や歴史的な文化・
芸能から生まれる「感動」を軸に据えたまちづくりを

推進していくため「感動産業特区」を宣言しました。



１．計画期間

令和６年度 ～ 令和８年度（３年間）
※第２次うるま市総合計画（後期基本計画）

の終了年度に合わせて３年間の計画とする。

２．推進体制

（１）うるま市行政改革推進本部会議

市長を本部長とした、副市長、教育長、各部長級職員
で構成し、行政改革の推進に関する事項について、審議・
調整する。

（２）うるま市行政改革推進委員会（外部委員会）

市長が委嘱する行政改革推進委員会は市民や有識者等
で構成され、市長の諮問に応じて、うるま市行政改革大
綱の策定に必要な事項を調査審議の上、その意見を答申
する。

３．進捗管理

４．行政改革大綱の改定等

本大綱の計画期間中、適宜必要に応じて計画の見直
し等ができるものとする。

５．重点改革項目の進捗状況の公表

市民への説明責任の観点から、行政改革大綱に基づく重
点改革項目の成果・進捗状況については、毎年度の進捗管

理として市ホームページで公表する。

 本部長　： 市長  委員　： 9名以内

 副本部長： 副市長・教育長  学識経験者及び公募委員

 本部員　： 各部長相当職  任期　： ２年

【役割】 【役割】

行政改革推進本部 行政改革推進委員会

市　　民

　行政改革大綱の策定及び実施状況
  の把握、進行管理　等

・行政改革大綱の策定に必要な事
項を調査審議の上、その意見を答申
・行政改革大綱の進捗状況について
必要な助言等

諮問・進捗状況報

告

答申・提言・助言

進捗状況

公 表

指示 実施・進捗

各部・課・職員等

行政改革大綱に掲げる基本方針及び重点改革プランに
掲載された改革の具体的な推進に当たっては、「うるま
市行政改革推進本部」において、職員が一丸となって行
政改革に取り組み、さらに重点改革項目の進捗管理を行
う。

また、重点改革項目については、「うるま市行政改革
推進委員会」に報告し、委員会からの意見等を活かしつ
つ、更なる行政改革の推進を図る。

2. 計画期間、推進体制等
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（参考） 総合計画の施策体系

● 第２次うるま市総合計画 （後期基本計画 2022-2026）

総合計画とは、地方自治体における行政運営の最上位計画であり、住民全体で共有する自治体の
将来目標や施策を示した、まちづくりの基本的な指針となる計画のこと

＜施策体系＞
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【第３章】 第５次行政改革大綱の基本方針と重点戦略
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1. 第5次行政改革大綱と実施計画の体系

第5次行政改革大綱（Ｒ6～Ｒ8年度：3年間） 重点改革プラン（Ｒ6～Ｒ8年度：3年間）

基本方針

Ⅰ 組織力の向上

市民ニーズの多様化や社会のデジ
タル化など複雑高度化する行政サー
ビスに対応できる職員の育成や社会
情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応で
きる組織体制の構築に取り組む。

Ⅱ 持続可能な行政運営

課題解決や業務の質の向上に向け、
業務改革（ＢＰＲ）や事務改善、Ｄ
Ｘ等を推進し、効率的な行政サービ
スが提供できるよう取り組む。

Ⅲ 財政健全化

健全な財政状況を堅持するために、
歳入・歳出対策や今後の公共施設の
在り方の検討を行い、限られた資源
の有効活用に取り組む。

第
２
次
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画

（
令
和
４
年
度
～
令
和
８
年
度
）

1 ヒトづくり

2 組織づくり

重点戦略

1 事務事業の見直し

2 自治体DXの推進

1 歳入対策

2 歳出対策

3 公共施設等マネジメントの推進

行
政
経
営
方
針
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2. 基本方針ごとの重点戦略及び重点改革項目

基本方針 Ⅰ 組織力の向上

基本方針を推進するための重点戦略

重点戦略1 ヒトづくり

重点戦略2 組織づくり

No 重点改革項目 所管課

1 管理職マネジメントの向上 行政マネジメント課

2 職員の意識改革 行政マネジメント課

３ 戦略的な人事管理・配置・人材確保 行政マネジメント課

４ OJTの推進とOFF-JTの充実 行政マネジメント課

５ 人事評価の積極的な活用 行政マネジメント課

６ 女性の活躍推進 共生推進課

７ 働きやすい環境づくり 職員課

No 重点改革項目 所管課

1 行政需要に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築 行政マネジメント課

2 定員適正化計画に基づく職員定員管理 行政マネジメント課

3 会計年度任用職員数の適正化 行政マネジメント課

4 職員間コミュニケーションの活性化 行政マネジメント課
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2. 基本方針ごとの重点戦略及び重点改革項目

基本方針 Ⅱ 持続可能な行政運営

基本方針を推進するための重点戦略

重点戦略1 事務事業の見直し

重点戦略2 自治体DXの推進

No 重点改革項目 所管課

1 行政評価の実施 行政マネジメント課

2 事務事業の統廃合 行政マネジメント課

3 補助金交付事業の整理・適正化 行政マネジメント課

No 重点改革項目 所管課

1 行政手続きのオンライン化の推進 DX推進課

2 行政事務のデジタル化の推進 DX推進課

3 地域社会のデジタル化の推進 DX推進課
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2. 基本方針ごとの重点戦略及び重点改革項目

基本方針 Ⅲ 財政健全化

基本方針を推進するための重点戦略

重点戦略1 歳入対策

重点戦略2 歳出対策

No 重点改革項目 所管課

1 市債権の徴収強化 財務政策課

2 公平・公正な課税の推進 財務政策課

3 体育施設や産業振興施設及び社会教育施設などにおける利用料の適正化 財務政策課

4 ふるさと応援寄付金の取り組み強化 商工振興課

5 税外収入等の確保 財務政策課

6 特定財源の確保 企画政策課

7 積極的な民間投資を促す施策の推進 財務政策課

No 重点改革項目 所管課

1 人件費の抑制 財務政策課

2 物件費（経常単独経費）の抑制 財務政策課

3 繰出金等の縮減 財務政策課

No 重点改革項目 所管課

1 公共施設等の在り方・方針の決定 資産マネジメント課

2 適正な管理運営制度についての検討・推進 資産マネジメント課

3 新規（更新）施設整備の整備内容に関する検討 資産マネジメント課

4 未利用公有財産や普通財産の利活用の推進 資産マネジメント課

重点戦略3 公共施設等マネジメントの推進
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用語解説

1. 指定管理者制度（P2）
地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業者等に委託できる制度。
民間等のノウハウを導入することで効率化を目指す。

2. 行政評価（P2、P21）

市が行う事務事業等について、一定の基準、指標をもって、コストや成果を把握し、必要

性、効率性、公平性等を判定し次の計画や予算などに反映させるための総合的な評価のこ

と。

3. 包括的民間委託（P3）
受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的効果的に運営できるよう、

複数の業務や施設を包括的に委託すること。

4. 地方公会計制度（P3） 現行の官庁会計に加えて、複式簿記・発生主義会計の考え方を加味した会計制度。

5. PPP/PFI（P3）

PPP（Public Private Partnership：パブリック・プライベート・パートナーシッ

プ）とは、公共サービスの提供に民間が参画する（連携する）手法を幅広く捉えた概念で、

民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）と

は、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を、民間の資金や経営能力及

び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に行う公共サービス手法。

6. 定員適正化計画
（P3、P11、P20）

職員数について、これまでの推移とその要因、現在の状況と今後の課題などを明らかにし、

今後の定員管理のあり方について、基本方針、目標、取り組み内容を定めた計画。

7. 実質収支（P7）
歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額から翌年度に繰り越すべき財源額を差し引い

たもの。

8. 実質単年度収支（P7）
単年度収支から実質的な黒字要素（財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額）を

加え、赤字要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額。

9. 財政調整基金（P4、P9） 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。

10. 義務的経費（P9）
地方自治体の経費のうち、支出が義務的で任意には削減できない経費のこと。

例として人件費、公債費、扶助費など。-23-



用語解説

11. 再任用職員（P11）
60歳定年制を維持しながら、高齢職員の雇用を促進するため、60歳代前半に公務内で働

く意欲と能力のある者を再任用することができる仕組み。

12. 行政経営方針（P14、P19） 総合計画に基づく市政運営を力強く推進するための、行政経営の基本方針

13. DX（P15、P19、P21）
Digital Transformation。デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革

すること。

14. 公共施設等マネジメント
（P3、P19、P22）

地方公共団体等が保有し、または借り上げている全公共施設を、自治体経営の視点から総

合的かつ統括的に企画、管理及び利活用する仕組み。

15. OJT、OFF-JT（P20） OJTは職場での実践的な研修、OFF-JTは職場外での教育研修。

16. 特定財源（P22） 使途が限定されている財源。主なものとして、国庫支出金、県支出金など

17. 物件費（P22）

性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支

出する消費的性質の経費の総称。具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれ

る。

18. 繰出金（P22）

性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会計との間又は特別会計相互間において支出

される経費。また、基金に対する支出のうち、定額の資金を運用するためのものも繰出金

に含まれる。

19. 会計年度任用職員
（P9、P11、P20）

2020年４月の地方公務員法の改正により導入された非常勤の地方公務員のこと。

20. 人事評価（P3、P20）
職員の能力や実績を適正に評価することにより、組織の人材育成と効果的な人材活用を行

うこと。
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